
特定非営利活動法人たきび 定款

第 1章 総則

(名称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人たきびという。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を、・東京都八王子市に置く。

(目 的)

第 3条 この法人は、東京都八王子市内在住の高齢者を主な対象として、法人を運営する会員が各々に
保有するその技術能力や経験スキルを基に、法人Webサイ トによる特殊詐欺防止対策情報の発信や

疑問・不安事項の相談窓日の運営を行うとともに、訪問支援によるスマー トフォン操作指導やパ

ソコンの トラブル対応を行うなどの、高齢者に寄り添う各種の無償活動を通じてその日常生活に

おける安心感を高めていくための社会奉仕 。社会福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第 4条  この法人は、その目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を
行う

(1
２

３

４
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法人Webサイ トの運営および訪間による各種無償支援活動の運用事業

高齢者向けに特化したスマホアプリの企画提案事業

ノーコー ドのWebサイ ト構築ノウハウの紹介と実践指導事業

子孫につなげるべき環境保全の啓発セミナー活動事業

他の公益的な活動を行う団体や法人を支援する各種事業

第 2章 会員

(種別)

第 6条 この法人は正会員 (以下「会員」という)を もって特定非営利活動法人促進法 (以下「法」
という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。

(入会)

第 7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、その旨を代表理事が別に定める入会申込書により代表理
事に申し込むものとする。

3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければなら
ない。

4 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本



人にその旨を通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会の申出をしたとき。
2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
3)除名されたとき。

(退会)

第 9条 会員は、代表理事が別に定める方法にて、退会したい旨を、代表理事に伝えることで、任意に
退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することがで
きる。

(1)この定款に違反したとき。
(2)こ の法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えな
ければならない。

第 3章 役員

(種別及び定数 )

第 11条  この法人に次の役員を置く。
(1)理事  3人 以上
(2)監事  1人 以上
2 理事のうち 1人を代表理事、 1人を副代表理事とする。

(選任等)

第12条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内の親族が 1人を超
えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が、役員の総数の 3分の 1を

超えて含まれることになってはならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、
その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業
務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。
(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしく
は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告す

ること。



(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第14条 役員の任期は、2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によつて就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期
間とする。

3 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会
が終結するまでその任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。

(欠員補充)

第15条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し
なければならない。

(解任 )

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することがで
きる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。

(報酬等)

第17条 すべての役員報酬はこれを無償とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が承認する。

第4章 会議

(種別)

第18条

2

この法人の会議は、総会及び理事会の2種 とする。
総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)

第19条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)役員の選任又は解任
(4)会員の除名
(5)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(6)解散における残余財産の帰属
(7)事務局の組織及び運営
(8)そ の他運営に関する重要事項



(総会の開催)

第21条 通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数 5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって
招集の請求があったとき。

〈3)監事が第13条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第22条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日から30日
以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記
録により、開催の日の少なくとも7日 前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第23条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第24条 総会は、会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第25条 総会における議決事項は、第22条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、会員全員が書面もし
くは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議が

あったものとみなす。

(総会での表決権等)

第26条 各会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面
又は電磁的記録をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、総会に出席した
ものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができな
い。

(総会の議事録 )

第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日 時及び場所

(2)会員総数及び出席者数 (書面又は電磁的記録による表決者又は表決委任者がある場合にあって

は、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が、記名押印又は署名しなけれ
ばならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、会員全員が書面もじくは電磁的方法による同意の意思表示をしたこ
とにより、総会の決議があつたとみなされた場合においては、次の事項を記載 した議事録を作成し



なければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日及び会員総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第29条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3〉 事業計画及び予算並びにその変更

(4〉 事業報告及び決算

(5)役員の職務
(6〉 資産の管理の方法

(7〉 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録により招
集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会
を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは
電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)

第33条 理事会における議決事項は、第31条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

(理事会での表決権等)

第34条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面
をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理事会に出席したも
のとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな
い。



(理事会の議事録)

第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押印又は署名しなけ
ればならない。

第 5章 資 産
(資産の構成)

第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2〉 役員供出金

(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(資産の区分)

第37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第38条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定
める。

第 6章 会 計

(会計の原則)

第39条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第40条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)

第41条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第42条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、代表理事が作成し、理事会の議決を
経なければならない。

(暫定予算)

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正
をすることができる。



(事業報告及び決算)

第45条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業
年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならな
い 。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放
棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第47条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の 3以上の多数による
議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならな
い 。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)し
たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解

第48条

散 )

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

総会の決議

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

会員の欠亡

合併

破産手続開始の決定

所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の 3以上の議決を経なけれ
ばならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第49条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産
は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合 併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の 3以上の議決を経て、か
つ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第51条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して行 う。ただし、法
第28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のWebサイ トにおいて行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置)

第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(1〉

(2)

(3)

(4)

(5〉

(6)



(職員の任免)

第53条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)

第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第10章 雑 則

(細 則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事         浅井 一裕
副代表理事        豊倉 信一
理 事          小室 裕美
監 事          若林 修
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 14条第 1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日か
ら令和 9年 6月 30日 までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和 8
年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ
ろによる。

6 この法人の入会金及び会費は、いずれも無料とする。
7 役員による寄付金は役員供出金として他の寄付金とは別途に勘定科目を設ける。



書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)
設立・役員変更用

役 員 名 簿 (役員名級 び餞 のうち綱 を受 :する者の額 )

特定非営利活動法 たきび

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係〉
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ)

氏   名
報酬の有無
(どちらかにO)

役職名等

l
監 事理 事

アサイ カズヒロ

浅井 一裕
有 代表理事

2
監事理 事

トヨクラ シンイチ

豊倉 信一
有 副代表理事

3
監事理事

f AO LE i

小室 裕美

有 理事

4
理 事

ワカパヤン オサム

若林 修
有 監事

5 理事・監事 有・無

6 理事・監事 有・無

7 理事・監事 有・無

8 理事・監事 有・無



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年 度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人
たきび

1 事業実施の方針

初年度はこれまでの任意団体での活動内容や活動規模を引き継ぎつつ、NPO法人としてのWebサイ ト

を開設して会員や利用者への情報提供を充実させることを最優先事業とする。 また併せて、当法人
の設立趣旨や具体的な無料支援活動を広くアピールするためのパンフレットを作成して次年度の新規

会員の獲得や利用者募集の、本格的な広報活動に備える。 なお初年度は実質 1か月間を想定した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 1事業費の総費用 【  150 】千円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

法人Webサイ ト
の運営および
訪間による各
種無償支援活
動の運用事業

Webサイ トによる情報発
信およびパンフレット制
作・配布

随時
人王子市
内
3人

日本全国
の主に高
齢者や障
がい者

不特定多
数
120

電話やメールでのア ドバ

イス、および家庭訪間に
よる直接サポー ト

随時
八王子市

内
2人
八王子市
在住の高
齢者

10人 30

高齢者向けに

特化したスマ

ホアプリの企
画提案事業

高齢者がスマホやパソコ
ンからインターネットの
情報をより簡単に得られ
るようにするためのアプ
リの企画構想

今期の

実施予定
なし

八王子市
内
0人
八王子市
在住の高
齢者

0

ノーコー ドの
Webサイ ト構築
ノウハウの紹
介と実践指導
事業

各企業や個人事業主への

出張指導

今期の

実施予定
なし

人王子市
内
0人

人王子市
内の中小
企業、個
人事業主

0

子孫につなげ
るべき環境保
全の啓発セミ
ナー活動事業

セミナー・イベン トの開
催

今期の

実施予定
なし

八王子市
内
0人

八王子周
辺の市民
や企業・

団体

0

他の公益的な
活動を行 う団
体や法人を支
援する各種事
業

各団体や法人が開催する
イベン トヘの協力

今期の

実施予定
なし

八王子市
内
0人

八王子市
内の高齢
者や障が
い者

0



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年 度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人
たきび

1 事業実施の方針

次年度はこれまでの任意団体での活動内容や活動規模を 2倍強に拡大していくことを目標 とし、
さらに法人としての目的と実績を人王子市にアピールすることで、公益的な活動への協力を要請し

ていく。 また法人設立の重要目的である高齢者向けスマホアプリの構想について、企画書やプレ
ゼンテーション動画を作成 して八王子市やシステム開発企業 との提携運用を提案 していく。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 :事業費の総費用 【  900 】千円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

法人Webサイ ト
の運営および
訪間による各
種無償支援活
動の運用事業

平ebサイ トによる情報発
信およびパンフレット制
作・配布

常時
八王子市
内
3人

日本全国
の主に高
齢者や障
がい者

不特定多
数
150

電話やメールでのア ドバ

イス、および家庭訪間に
よる直接サポー ト

随時
八王子市
内
3人
八王子市
在住の高
齢者

120人 400

高齢者向けに

特化 したスマ

ホアプリの企

画提案事業

高齢者がスマホやパソコ
ンからインターネットの
情報をより簡単に得られ
るようにするためのアプ
リの企画構想

随時
人王子市
内
2人
人王子市
在住の高
齢者

不特定多
数 150

ノーコー ドの
Webサイ ト構築
ノウハウの紹
介と実践指導
事業

各企業や個人事業主への
出張指導

随時
人王子市
内
1人

人王子市
内の中小
企業、個
人事業主

4社 100

子孫につなげ
るべき環境保
全の啓発セミ
ナー活動事業

セミナー・イベン トの開
催

随時
八王子市
内
3人

八王子周
辺の市民
や企業・

団体

30人 50

他の公益的な
活動を行 う団
体や法人を支
援する各種事
業

各団体や法人が開催する
イベントヘの協力

随時
八王子市
内
3人

人王子市
内の高齢
者や障が
い者

不特定多
数 50



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和 7年度 活動予算書 (その他事業が生墜場合)
特定非営利活動法人  た き び

正会員受取会費

役員供出金
受取寄付金

受取補助金

法人Webサイ トの運営および訪間による各種無償支援活動の運用事業
高齢者向けに特化 したスマホアプリの企画提案事業
ノーコー ドのWebサイ ト構築ノウハウの紹介と実践指導事業
子孫につなげるべき環境保全の啓発セミナー活動事業

4

σ)

収

の の

受取利息

250.000

(1)人
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

2)そ 145.000
会議費
旅費交通費
施設等評価費用 (会員活動費として)
減価償却費
印刷製本費
Webサイ ト維持費

01

50,000
10,000

2

(1

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

(2)その
消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
Z

10,000

3 70 000

過年度損益修正益

||‖

D

損固

災

一冗産
失害損

当 期 経 常 外 増 減 額 C D 0

70 000
法人税、住民 1 70.000

0

0

1■躍誓■E彊肛ヨEヨE■臓ヨ離■殿■爾

■■眸

設立・ 定款 変更用



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 8年度 活動予算書 (その他事業が生登場合)
設立・ 定款 変更用

特定非営利活動法人  た び

正会員受取会費

1 受取

278

300
795

取寄附
役員供出金
受取寄付金

3 受取助成金等
受取補助金

0

4 事業収益
法人Webサイ トの運営および訪間による各種無償支援活動の運用事業
高齢者向けに特化したスマホアプリの企画提案事業
ノーコー ドのWebサイ ト構築ノウハウの紹介と実践指導事業
子孫につなげるべき環境保全の啓発セミナー活動事業
他の公益的な活動を行 う団体や法人を支援する各種事業
その の

受取利息

A

1.373.000

1

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

(2)そ 経

会議費
旅費交通費
施設等評価費用 (会員活動費として)
減価償却費
印刷製本費
Webサイ ト維持費

30,000
10,000
795,000
0

50,000
15,000

2

(1

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

(2)その
消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

100,000

A B 0

過年度損益修正益
田

D

災害損失

C :D】 ・ … ②
70 000

法 人

+

+

70

|
0

0

|

|     |    ′1ヽ



特定非営利活動法人たきび 設立趣旨書

1背景と現状
日本は超高齢社会を迎える半面で、行政サービスや生活情報の電子化が進行しています。インターネット

やスマートフォンは生活インフラの一部となりつつある一方で、高齢者の端末利用頻度は低く、日常的な手続

き‖青報取得、災害時の情報伝達において、どのようにデジタル・インフラを高齢者にも普及利用させていくベ

きかということの具体的な対策が早急に望まれている状況です。

高齢者は家庭内で端末を所有してしる割合が高しものの、操作。設定の困難さ、詐欺被害への不安など

に対する手軽な窓回の不足によリインターネットの日常的な利用や活用が十分に進んでいません。私たちは

これまで任意団体として地域で実施してきた相談窓口や出張支援、Web情報提供等にある程度の実績は
あるものの、継続的・安定的な運営や公的連携をしていくためには限界があります。

2間■や障璧
・操作性の複雑さにより、高齢者が端末の有用性を享受しにくいこと。
・高齢者に親和的なア:力や、複雑なオンライン情報を分かりやすく整理した媒体が少ないこと。

・高齢者を狙う特殊詐欺や悪質業者が巧妙化しており、被害リスクと漠然とした抵抗感が根強してと。

・高齢者には世代に適した語句や比喩を用いた説明を行わないと、状況や対策の理解力門困難であること。

3 あるべき姿
・高齢者が単純な操作で安全にインターネッIム、アクセスし、日常生活や行政手続きにデジタル技術を活

用できる地域環境が定着していること。

・高齢者向けに整理・編集されたWebサイトや簡便なスマホアフJを通じ、必要な情報へ短時間で到達で
きることで、1葛鯖 がストレスなくスマホやノ(ソコンを日常禾ll用できること。
・特殊詐欺対策やトラカレ対応の手軽な情報提供・相談体制が整備され、被害の未然防止と迅速な支

援:力髯テえること。
・訪問支援や対面相談を含む継続的で実務志向の無償支援窓口が地域に根付き、自治体や福祉施

設・団体、I丁事業者と協働できる仕組みが確立してしること。

3稼働実績 (任意団体としての実績や取り組み)
・特殊詐欺対策:詐欺の手口と対策情報の公開、電話・メールによる無償相談対応を継続。
・IT何でも相談:スマホ・タブレット・パソコンの基本操作指導、設定支援、周辺機器調整、セキュリティ対

応、業者折衝支援等を無償で実施。

・出張訪問サービス:八王子市内の高齢者宅への訪間による不具合調査・調整、機器や部品の購入代
行、業者仲介なとk無償で提供。
・Web支援:ノーコード手法による短期のホームページ構築指導を実施し、会員自らが公式サイトを制作
通明ヨ。
・ア:力企画:高齢者が簡便に必要情報を取得できる独自アフリの企画提案を行い、開発会社や自治体
との連携を想定。
・協働活動:就労継続支援A型施設へのWeb支援、イベント協力を継続的に実施。

4法 人格取得の目的
・継続的かつ安定した事業遂行:NPO法人格を得ることで助成金・補助金・寄付等の資金調達や契約
実務が円滑になり、継続運営基盤を確立する。

・公的連携と社会的信用の強化 :自治体・福祉施設・共通目的団体との協働や公的事業の受託が可
能となり、支援の範囲と質を拡大する。

・運営の透明性確保 :定期的な総会、監事監査、事業報告・決算の公開により会員と地域に対する説
明責任を果たす。



・利用者と支援者の安全確保:訪問支援の安全ルール、個人情報保護規程、ポランティア行動指針、
損害賠償保険等の整備によリリスク管理を徹底する。
・事業の定着と拡大:設立後1～2年で地域内基礎支援体制を確立し、3年目以降にスldlZ力運用
の実現化による事業を拡大して地域の高齢者Web活用支援施策を定着させる。

5期待される効果と評価指標
効果:高齢者のI丁自立、特殊詐欺被害の減少、地域の孤立軽減、災害時の情報伝達力向上。
指標例 : 年間参加者数、個別支援件数、訪問件数、ポランテイア数、利用者満足度 (アンケート)
による定量・定性評価。

6組籠運営と財覇方針
組織 : 定款に基づき理事3名以上、監事1名以上を置き、代表理事が業務を総括する (定款第11
条、第14条)。 設立時役員は代表理事浅丼―裕、副代表理事豊倉信一、理事小室裕美、監事
若林修 (定款附則)。

財務 : 入会金。会費は無料とし (附則)、 収入は運営役員および任意の寄付金とし、将来的には
助成金や補助金申請を想定。 会計は年度ごとに事業報告・決算を作成し監事監査と総会承認を行う。
(定款第41条、第45条 )

透明性:年度報告、決算書、活動報告は逐次Webサイトで公開し、会員と地域に説明可能にする。

フ 協働体綱とリスク管理

協働:八王子市。公民館・福祉施設と連携し会場提供や利用者紹介を受ける。 IT事業者とは教材・
技術支援で連携。 有償となるサポートについては同一目的の非営利団体に提携移管する。
リスク管理:訪問支援の安全ルール、個人情報管理規程、ポランティア行動指針、損害賠償や業務上
の事故発生時の保険加入を整備する。

令和 7年 11月 20日

特定非営利活動たきび 設立代表者

氏名  浅丼 一裕




